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- 2012.4.11.第 19 代国会議員選挙- 

国外不在者申告手続き 

 
❏ 誰が 

住民登録をされたり、国内居所申告をした１９才以上で、国民として外国で投票 

しようとする者 

❏ いつ 

2011. 11. 13. ～ 2012. 2. 11.  

❏ 誰に 

○ 国内に居住する人は管轄(住民登録地または国内居所申告地)市長・郡 

守・区庁長に 

○ 外国に留まったり居住する人は在外投票管理官(公館長)に 

❏ どのように 

国外不在者申告書と旅券写本提出(訪問または郵便申告可能) 

 

   在外選挙関連資料は在外選挙ホームページ(http://ok.nec.go.kr)を参考にして下さい！  

 

   

 

 

韓国・中央選挙管理委員会 

 


